
議員提出議案第１０号 交野市議会委員会条例の一部改正
議員提出議案第１１号 交野市議会会議規則の一部改正

１．改正の目的

新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等の有事の際に
おいても、委員会の活動を停滞させることなく、継続して行うため、オンラインによる方法
を活用した委員会を開くことができるよう、条例及び規則を改正する。（施行期日：公布の日）

２．改正の内容

①オンラインによる方法を活用した委員会を開催できる条件

参考資料

３．関連サイト ： 令和2年4月30日 総務省の通知 https://www.soumu.go.jp/main_content/000750362.pdf

新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延 又は 災害等の発生 等により

参集が困難な場合

ただし、次の場面ではオンライン開催又はオンライン出席不可

秘密会
表決
正副委員長の互選

②オンラインによる方法で出席できる者

③オンラインによる方法を活用した協議等の場を開催できる条件

招集権者が必要と認める 場合（参集が困難な場合に限らない）

委員、理事者、公述人、参考人、委員外議員、請願の紹介議員
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交野市議会委員会条例（昭和４７年条例第２４号）新旧対照表

新 旧
（出席の特例）

第１２条の２ 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症
のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集する
ことが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相
互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによ
る方法」という。）を活用した委員会を開き、当該委員会の開会場所以
外の場所から委員を委員会に出席させることができる。ただし、第１７
条第１項の秘密会は、この限りでない。

２ 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席
を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。ただ
し、委員長が全ての委員をオンラインによる方法で出席させる場合は、
この限りでない。

３ オンラインによる方法で委員会に出席した委員は、委員会に出席した
ものとみなして、この条例の規定を適用する。ただし、第６条第２項及
び第７条の互選並びに第１４条の規定による表決においては、この限り
でない。

４ オンラインによる方法を活用した委員会の開会方法その他必要な事項
は、議長が別に定める。

（委員長及び委員の除斥） （委員長及び委員の除斥）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ 前項の委員長又は委員が、オンラインによる方法で委員会に出席して
いるときは、当該委員長又は委員は、同項ただし書の規定による発言を
オンラインによる方法で行うことができる。

（出席説明の要求） （出席説明の要求）

第１８条 （略） 第１８条 （略）

２ 前項の規定により出席を求められた者が、オンラインによる方法で出
席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
ただし、オンラインによる方法での出席を求められた場合は、この限り
でない。 2



交野市議会委員会条例（昭和４７年条例第２４号）新旧対照表

新 旧
（公述人の決定） （公述人の決定）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

（代理人又は文書による意見の陳述） （代理人又は文書による意見の陳述）

第２５条 （略） 第２５条 （略）

２ 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用し
ない。

（参考人） （参考人）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

４ 参考人については、第23条(公述人の発言)、第24条(委員と公述人の質
疑)、前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

３ 参考人については、第23条(公述人の発言)、第24条(委員と公述人の質
疑)、第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
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交野市議会会議規則（昭和４７年議会規則第１号）新旧対照表

新 旧
目次 目次

第１章 会議 第１章 会議

第１節 総則（第１条―第１３条） 第１節 総則（第１条―第１３条）

第２節 議案及び動議（第１４条―第１９条） 第２節 議案及び動議（第１４条―第１９条）

第３節 議事日程（第２０条―第２４条） 第３節 議事日程（第２０条―第２４条）

第４節 選挙（第２５条―第３３条） 第４節 選挙（第２５条―第３３条）

第５節 議事（第３４条―第４７条） 第５節 議事（第３４条―第４７条）

第６節 秘密会（第４８条・第４９条） 第６節 秘密会（第４８条・第４９条）

第７節 発言（第５０条―第６６条） 第７節 発言（第５０条―第６６条）

第８節 表決（第６７条―第７７条） 第８節 表決（第６７条―第７７条）

第９節 公聴会、参考人（第７８条―第８４条） 第９節 公聴会、参考人（第７８条―第８４条）

第１０節 会議録（第８５条―第８９条） 第１０節 会議録（第８５条―第８９条）

第２章 委員会 第２章 委員会

第１節 総則（第９０条―第９４条の２） 第１節 総則（第９０条―第９４条 ）

第２節 審査（第９５条―第１１１条） 第２節 審査（第９５条―第１１１条）
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交野市議会会議規則（昭和４７年議会規則第１号）新旧対照表

新 旧
第３節 秘密会（第１１２条・第１１３条） 第３節 秘密会（第１１２条・第１１３条）

第４節 発言（第１１４条―第１２５条） 第４節 発言（第１１４条―第１２５条）

第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２６条・第１２７条） 第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２６条・第１２７条）

第６節 表決（第１２８条―第１３８条） 第６節 表決（第１２８条―第１３８条）

第３章 請願（第１３９条―第１４５条） 第３章 請願（第１３９条―第１４５条）

第４章 辞職及び資格の決定（第１４６条―第１５０条） 第４章 辞職及び資格の決定（第１４６条―第１５０条）

第５章 規律（第１５１条―第１５９条） 第５章 規律（第１５１条―第１５９条）

第６章 懲罰（第１６０条―第１６５条） 第６章 懲罰（第１６０条―第１６５条）

第７章 協議又は調整を行うための場（第１６６条･第１６６条の２） 第７章 協議又は調整を行うための場（第１６６条 ）

第８章 議員の派遣（第１６７条） 第８章 議員の派遣（第１６７条）

第９章 補則（第１６８条） 第９章 補則（第１６８条）

附則 附則

（出席委員に関する措置）

第９４条の２ この章（第５節及び第６節を除く。）における出席委員に

は、交野市議会委員会条例（昭和４７年条例第２４号。以下「委員会条

例」という。）の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインに

よる方法」という。）で委員会に出席した委員を含む。
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交野市議会会議規則（昭和４７年議会規則第１号）新旧対照表

新 旧
（委員外議員の発言） （委員外議員の発言）

第１１７条 （略） 第１１７条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前２項の場合において、委員会条例の規定により、委員会がオンライ

ンによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オンラインに

よる方法で当該委員会に出席することができる。

（請願者及び紹介議員による趣旨説明） （請願者及び紹介議員による趣旨説明）

第１４２条 （略） 第１４２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の場合において、委員会条例の規定により、委員会がオンライン

による方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによる方法

で委員会に出席することができる。

（協議等の場の開催方法の特例）

第１６６条の２ 前条の協議等の場について、招集権者が必要と認めると

きは、オンラインによる方法を活用して開くことができる。
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